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１．背景・⽬的
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特許権の活⽤によるイノベーション創出に向け、ビジネスの実態やニーズに即し
た、権利者及び実施者双⽅に納得感のある適切な損害賠償を実現することが必要

特許訴訟における損害賠償額の算定⼿法やその際の各考慮要素等について、国内外
の実態を調査し、紛争当事者が損害賠償額を適正に評価する（例えば、合理的な損
害額算定の証拠を⽤意し主張⽴証する）際に有⽤な基礎資料を作成する
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1‐500万円未満 500‐1,000万円未満 1,000‐5,000万円未満 5,000万円‐1億円未満

1億円‐5億円未満 5億円‐10億円未満 10億円‐

（参考）各国における認容額毎の判例数

※⽶国では陪審制度によって⾼額の認容額が認められる場合がある
（2012年〜2016年の認容額中位値は、陪審1070百万円程度に対して裁判
官裁判68百万円程度）（調査対象︓2007年1⽉〜2017年11⽉）



損害額 ＝ 不法⾏為がなかった場合の仮想的な利益状態
－不法⾏為により不利益を被った現実の利益状態
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逸失利益
第1項 損害額＝侵害者の譲渡数量

×特許権者の単位当たりの利益

第2項 損害額＝侵害者が侵害⾏為により得た利益

実施料相当
第3項 損害額＝実施料相当

※第4項において、第3項の実施料相当を超える損害賠
償の請求を妨げないことを規定

２．基本的な損害理論

①⺠法第709条

②特許法第102条による推定

差額説
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３．逸失利益の算定プロセス・考慮要素（１）

損

害
（

逸
失
利
益
）

特許法第102条第1項⼜は第2項以外の⼿法（例）
市場の状況やコスト構造が変化しない前提がある場合

分析に必要なデータが⼊⼿可能で、
計量経済学のスキルを有する専⾨家の関与が可能な場合

特許法第102条第1項⼜は第2項に基づく⼿法（例）

「侵害者の販売数量」×「特許権者⼜は侵害者の単位あたり利益」
①侵害売上げを基礎とする⽅法

「侵害者の販売数量」	 ൈ	「特許権者⼜は侵害者の単位あたり利益」
②市場シェア法

「侵害者の販売数量」 ൈ 	「特許権者⼜は侵害者の単位あたり利益」
	 ൈ	「侵害品がなかった場合、権利品を選択する割合（調査結果）」

③顧客アンケート調査法

⾮侵害の競合が存在、各製品が同質である場合

科学的なサンプリング⼿法が適⽤可能な場合

※特許権者の実施能⼒を超える部分や「販売することができない事情」（②③にて各前提を満たす場合には控除可能）の控除が必要

「侵害期間の販売数量」 ൈ	「（侵害前の価格－侵害後の価格）」
④前後法

事情に応じて経済モデルを構築して推定
⑤計量経済学的⼿法

※「寄与率」については必要に応じていずれかの段階で考慮され得る。

特許権者のシェア
特許権者のシェア＋⾮侵害競合のシェアൈ

MS︓Market Share（市場シェア）
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３．逸失利益の算定プロセス・考慮要素（２）

市場における
代替関係

逸失利益の前提として、権利品と侵
害品が代替関係にあるといえる
※特許法102条の「特許権者が販売する

ことができないとする事情」に関連

①商品間の代替性
②地理的範囲と代替性
③⾮侵害競合の存在

特許権者の
能⼒

侵害がなかった場合に、⾃社実施能
⼒の拡⼤が可能であったか
※特許法102条の「特許権者の実施の能

⼒に応じた額を超えない限度」に関連

①⽣産設備
②増産能⼒
③流通体制
④営業体制
⑤資⾦調達の実現可能性

特許発明を実施
していない部分
に係る損害

対象特許を直接使⽤していないが、
関連する部分について請求可能な場
合がある

①完成品中に特許を使⽤する機能
及び使⽤しない機能がある

②特許製品と密接に関連する特許
製品のセット販売

③特許製品に係る派⽣製品
（修理部分、スペアパーツ等）

寄与率

対象特許に関連する部分に特定すべ
き場合、考慮され得る
※販売数量等に関する減額プロセスの根

拠理由と寄与率の根拠理由が同様であ
る場合、⼆重減額となり得る点に留意

①対象製品の⼀部分のみが権利者
の権利に係るものである場合

②対象製品に係る利益のうち特許
権以外の要因が寄与する部分が
ある場合
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対象特許（技
術）が完成品
の需要を喚起
したといえる
か︖

対象特許（技
術）を含む最
⼩販売単位が
特定可能か︖

対象特許（特
許）が同単位の
需要を喚起した
といえるか︖

対象特許（技
術）を含む部
品等の価値が
推定可能か︖

完成品価格Yes

YesYesNo

No 部品等の価値

最⼩販売単位
の価格

その他の⽅法
No

Yes

No

①仮想的交渉のレン
ジを推定する⽅法
（各種要素を考慮し
て料率を決定）

②⽐較可能取引を
参照する⽅法
（各種要素を考慮し
て類似度を判断して
決定）

ロイヤルティベースの推定 料率の推定
交渉レンジ上限・下限に必要
なデータ等が⼊⼿可能な場合
など

OR
⽐較対象となり得る取引が存
在する場合（当事者の過去の
ライセンス契約、第三者間契
約、業界平均等）など

実施料（⾦額⾃体）の推定
販売単位当たりの実施料の推定（コストアプローチ（技術回避の費⽤）が適⽤可能な場合がある）

数
量
特
定

４．実施料相当の算定プロセス・考慮要素（１）

※「寄与率」については必要に応じていずれかの段階で考慮され得る
（ロイヤルティベース推定時に考慮された事情と同じ事情が料率の推定でも適⽤された場合、⼆重減額となり得る点に留意）

損

害
（

実
施
料
相
当
）

＜考慮要素（例）＞
• ライセンス条件・

⽅針・期間
• 対象特許の製品の特性
• ビジネス上の関係
• 収益性
• 市場での状況・需要
• 代替品に対する優位性
• 費⽤節減効果
• 使⽤頻度

※訴訟外の⼀般的なライセンス契約額を参
照した場合、有効性など各種リスクが考慮
されていない点に留意
※業界平均を参照した場合、特許の価値の
偏りによる過⼩・過⼤評価の可能性に留意
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４．実施料相当の算定プロセス・考慮要素（２）

• ⼀般的な（訴訟外の）ライセンス契約では、対象特許の無効化リスクや
第三者侵害リスクが存在するため、実施料はそれらのリスクが割り引か
れたものとなる。

• 他⽅、訴訟時点においては、すでに権利の有効性や侵害の事実があるた
め、⼀般的な（訴訟外の）ライセンス契約における実施料よりも⾼く算
定することには、合理性があるといえる。

• 我が国の特許法第102条第4項では、第3項の実施料相当を超える損害賠
償の請求を妨げないことを規定

「通常」のライセンス契約での実施料と
特許訴訟での実施料相当



特許法第102条
の損害推定

特許権者の実施能⼒

範囲内の部分 範囲外の部分

第1項⼜は第2項 ①請求可能 ②請求困難

第3項 ③請求可能 ④請求可能

9

①＋③︓重畳適⽤困難 ①＋④︓重畳適⽤可能

 侵害者が権利者の実施能⼒では参⼊できない範囲（市場や販売能
⼒）で事業を⾏う場合、異なる損害をそれぞれの⼿法で推定するこ
ととなり、経済合理性がある。

※重畳適⽤を可能とする場合の整理

（参考）逸失利益と実施料相当の関係（重畳適⽤）
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5. まとめ︓損害賠償額の適正な評価に向けて

より納得感がある合理的な損害賠償額の実現を期待

合理的な損害賠償額を算定するためには、

・ケースに応じた算定⼿法の選択
逸失利益 ︓侵害売上を基礎とする⽅法、市場シェア法、前後法･･･
実施料相当︓ロイヤルティベース×料率、⼜は、実施料⾃体の推定

・各考慮要素に関するデータ収集、算定への反映
逸失利益 ︓市場における代替関係、特許権者の能⼒、寄与率･･･
実施料相当︓ライセンス条件、特許製品の特性、市場の状況･･･

による、適切な主張・⽴証（証拠提出）が求められる
※損害算定の専⾨家（damage expert）の活⽤も有⽤



特許権侵害における損害賠償額の適正な評価ＷＧ
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